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研究ノート ii

韓合的事霊的。コ韓関と強制執fT上の関霊童
第二者決議の訴えと{云人倍否認;こ問す心

近E干の最高裁判決をう弓Lトかi川二
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はじめに

複合的契約関係のうち、複数の当事者の背「に契約問慌があわ紛争が;-;.;jl~渇

什，玉、司F Fi;::~ も複糸の音ザ登場し、丈同訴訟のすら告がこられん場介があ心

また、 布の者の問citi"~I'i;'::がい、情しといる弱含 l 高松当事者告らはずれとさ「が、

その訴訟h補助参J;J-g-;~扇子ヤ目、独'0: ~ .t::t;-参加 9";6 J品í::Î~ ，{)ありうるハ山出十執

行の河内む(三、複数の実務省がいる場'fiにl士、 i主権益はそれでれの義諸Eilご汁

寸心情務r，義そ表作~~ ~宅前 J:執行か Fとこ! になるのが即日:Jであるご年数斗事者

~~~ (/)複合弐契約 C'("hi) 、それぞれの契約州立ぃ5まい関連主がるる~~ I ても、そ

れぞIれの義務|よj 方。二~.:-)'，-ては 芥斗事者に子内7宇戸「を了?う機会な与χなければ

なら主いのご 持主ci)儒務苔!，.~3:j-寸る債務名在「、犯の債務主的財産仁社L，C 

~~制執行が乃さるわJ パニ(レ仏 !f:"~'巨人な l 定的範匹のす子に限定されて、る

Lかしながr 、複合的契約の締結Bi::すそれ h 上る財貨の移転が、

，~UJ;sn ，:r3'388) 1778 
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r;¥甘合:!11井戸-lrl)濫司ど抑制|執filの問t旦

務者に討すζ強出J執行を抗芹するためのもの rあれは、債務者以外の者に対す

る1)(Ji!'でも崎制執行の実効件→をIi!保寸一る必要があろう υ 玄J百vどは m: 2 J;，-l:Ff->: 
，CJý~17宇 i 月 ~i F.民集~=;9-，:::;行'，;-1 '712員以下山l'ザ成17咋最高裁判決」といっ

芯取り 1-:，ずこのrr.1~主安検討す乙ことと F ゐ。

2 最2小学i平成17年7月15日民集59巻5号1742貨の事案ど判決

i1'1 事案の紹介l

AW土、 日.J'，Il.-ア;1};を fi!-~立し、千江主~ 'T' ~i H?0片に、}只cl余f;員出jク〉再三 iレ

アケラプが作られた。上主ゴルワクヲプ内会、1'1で;豆、上:;~_-;")!-， 7場内レワコ ス

泣かこれ仁付帯万るクラブハ内ヌその他1])泊三A，_，、/-¥犯が断有し かっ、音理

符古ず匂巴ゴルノゲラブiこ入会しよう tレt.{) -r:;手、 At土及び日ゴJレブケヲプの

が「事会ク〉手、百::i を待て、 f~f;主的淵!品11片に人会全/1. (r'預託主をA!1，二亨/，¥品込むもの

とされといた" ，1:: :~" ;-:J-e、λ社の関J卓会社と Lム F!-&元年目月 l口にE辻、工夫

れたじ干Iζ 、よド fj~!) ，if~) 月 22Eに設 ;'r.c:::れ丈 D村刀fあわ、 Jずれもこfルア場(-''1

t~設、 t奇 7軍及 éf将 7守寺を日的，\. Lて(-i./二八平成 4在 5弓8iI、 A社を委託者、

設す十疋れ日引を 2主語、じ干1'を乏仕占と L、長三[(1)) 1的を l官H'，千ぴに処分 J

とする :E託契約が析す転.::， ;f，.、 王た、 :i-;1月三7目、本1'1"'11ノ坊の敷地iニマ〉νζ、

恒三詐即日として、八円 (j)持分38J;;，_(!) 3Gマr:-~)l: k誌記、 t;;6¥;'の持汗移転登A1が

なきれと。 なお、 }十二の守宅;;一、もレu. c: t二」であり、仁社内尚早 u 、~-' ( 

~::t I D干 であ たが、千成 4 年(~ r-J 21日、 10)訂:玉、 Liいの商号そ交t明日てお

り 手止、北村 C 七、および、口村町役員構;-，~~:よ ほほil-~J :_~ -c y) .')たr 平l次
兄'1"12弓ミ I ::なって、])十十-or(、主十l対 L-;t.i:1E:コ'i~ -7局の付属建物争期コf;:~キ:

しつ約ノlーで賃貸する旨η".1\月賢官也実約が締結;~::iバー 7-して、ムド成1211'-?月フ

日~. ìレワ峰山七三五~&ぴ運営等を円的として x干 1- (;軒、 ??j訴入、 I.-Fr人)ノト

，: C'-)判決， "八過ごり判例評釈、角;{~，~ }し ζ 、 t:;~_，;í 主排 11を両裁判所半1;fi~角 f~~

R'T1市平成 7iP児"t，) i.21似.i:f-)4;)211 ~:~ 巳松汁初出-:.:-L 1)スト iス3号沿(川

県) l;:;:)U以 F、滝{半孝三・ 1主面t'商事判例:;!/1.-1 0 加(1日守 2U以 F、γ''':t

:， 1を・私王判i司jり寸}クヌ33号 ¥2006年) LJH1以 l、出凶長牛， 111 タ 121~号

1.2000年 2:!'i同 n下村l田市弘法学寸'ナ{也、早 ~:!OO'/年 1 112同以下

以島立、号~，戸、学耐究却をど】 ij' (2f)(:;;年:1 8円以下なとがある い 'r;!~ も、判決

力結;いは賛成ずω刀¥傍持部分の説示にだしては資古が分かれていえ"

~::: '1'字00:，6<385):777 1:ιoj 
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設立され、平成12年3月日1Rには、 C社がX社にRゴルブ場の:iI常業務を季託

する斤の運営業務委"~契約が締結きれた X十十lz、もともと商号を「臼ゴルフ

クラブ株式会社」としとおり、平均民H年111月111円にX社に曲目を更がされてい

匂。

Yi被告、被控本人、被上告人1らは、 Rゴルフ場ごプレーするためにRゴ

}レワクラブに入会 L、ぺどれぞれ 1200}J 円の会貝資格保~i 令長市乏していたが、

会則「止められた出置期立が紅迅した宏、 Rコルフクラプを退会して、 Aキ1~，ご

対してI'~t:会の返還を求める訴えを提起し、勝訴確定判決をえたっそこで、そ

の判決を;;-1奇i主義jごして、動産執行を申立て、中投154ドstj3円、執行官は、

Hゴルフ場において、明会、芝刈 r)j費等の勤時を手押えた2 この茅押えに対し

て、 X 紅が第=:-~異議。〉訴えを提起して差押えの不許を求めたり X 紅の主張は、

X杜ctc社からBゴルフ嶋のj亘常業務を委託されており、芽押えに係る物件は
この契約にも土ワく巡営業務的一環止 してX干上がRこf;レ7tJdにおいて所有また

は占有Lているというものむあった。

1):1 裁判所の判断

審判決は、 A引はX引をその意のままに道具として利用Lうる支配的地併

にあり、本itゴルブクラブの事数町会貝がA社に対して預託会の返還を求める

訴主そ提起L、その勝訴判決にもとづいて強制執行そすゐことをチ想して、こ

Zしを妨肯する lいう違法不当なR的ex宇土の法人格、を常用LCいる土した上

で、本件訴えにおいて五社の法人格はず干定きれるべきであるとしてX析の請求

を東川Lた勺二辞 Pも内様の判断がされている

最高裁は、 |行受辺申"てそ認めたが、 |行を棄却Lているっその辺白とし

とっさのように述べる

「契約は、Af十が債権者lよQ 強制執行を妨害寸L日的で締結きれたもので

あり、また、 A社は、 X干iをその去のままに道長:して利用 L得る支配的地位

にあり、本[牛クラブの多数の会買がAf十に対して預託会の返還を求める訴去を

提起し、その1事前判決に基づいて強制執行に此ぶこ!:を予想 L亡、これを妨害

するという違法小当な同的でXt土の法人.t1i-を獄用Lてい，...)~ J 

l平会干上がその{官接を免れるために乙会紅の法人格を濫崩している場合には、

法人桁再認の法珂により、両会社¥I、その取引の相手方lニ対L、商会社が別IIiI

の決人格であるこ 1- を主張するこ土ができず、相手方は、両会中10) し ::， "r i'~ に材

[1111] コヒィ長60情 384) 1776 



複台的梨約グ〉濫刑と防相l執Tr1-.(1)問担

Lてもそのf責務について履行を求めるこ土がむきるが、判決の既判力及'(}"執行

力の範問については、法人格F7認の法辺を適用して判決に~芋者と Lて去示き

れていない会社にまごこれを拡張するこ土はまlされない(最高裁昭和1:1年{オ)

情877号同44年2月27日間 I小法廷判決-1¥'某23巻 2号511TI、最高裁町和45年

(オ1第6.)8i;"j口]何年10阿部R第2小法廷判決・民集27-ti9号1210員、最高裁

町和初年 Lオ)第745号同53芋9月比口第l小法廷判決ー裁判主民事12;)号57頁

参出し

ところで、第三ず異設の訴えは、債務包装の執行力がl原告に及ばないことを

異議事fl1i'~て強制執行の排除を求めるものではなく、執行慣技省に対 L て i直

ィ去に開始された強制執行の同的物について原告が所有権その他同肘物の誌波又

は引波 L を妨げる権利を有するなど強制執行による侵害を，~忍すべき地位にな

いこ.'を異設事山として強制執 1~の排除をぷめるもの Pある。そっ f ると、第

=:.~-~"誌の詠え!ごついて、決人格~?認の法理C')j菌刷を排除オベき理F片はなく、

原告の法人怖が執行1責務'ITに対する強制執行を回置するために椋用されといる

場行には、原作l士、執行債務省と別個の法人格であることをキ張して強制執行

内不司を求めることは司されないといつべき E晶る 2

これを本件についてみるに、前託事実関係等によれゴ、 A引は固己に対する

強制執行を匝""するためにX社内法人栴を帯用しといるというの Pあるから、

法人格汗認の法埋が適用され、本件第三者72議訴訟において、 X引はA引と早IJ

何の法人情であるこJを土張して目・・4手強制執行の不討を求めるこJは許き

れないというべきである。これと同円をいう原容の判断はiF当である。所前gj

囚のすt掲最高裁昭和同年り月HR第1小法廷判決は、ぷ件土事案を異にL、本

件に適切でない一」

3 これまでの裁判例と学説

{1'! 裁判例

(1)最判昭和1Jt1年 2)J27R民集2:3巻 2号S11員は、法人格山「誌の法理的実体法

上の適用を認めたもの{とされるが、会社が同舗を員1昔Lていたが、実貨は↑副人

企業t"あ勺た事案で、 X は、代表以締役{同人 YI を相手に、!占舗の明~rl ~-土遅

滞賃料の支払を求め亡訴えを促起したところ、 R舗を明:産す旨の裁判Lの利解

が成立Lた その後、文が会社Y2を被EEして明irfI~ C')訴えを提起したJてこ

北1生町J(6'383)1775 [102] 



九17Eノ

ろ、裁判上の手口前の効力が会社γ1にも疋ふ，/，てf)jj;主義務を認めーとしι之1，.-しっ

とも、俗説と L亡、'!'，仇勺j)¥つい'C:ij]I;Gむと Lごv る c 山ii判明美1148年lOF26 

円三集山岳、)り L.::I!-f;! 以下山]:I rdi日間年最品裁判決」といっ I1よ、信貸し

てしぺ+ごさ務所の町;慢し本氾(!れ、 l ← .{dS在、準 iトの{反'Íl}~分もかけ';オしてし九 j王山

人JL干土Y1が、性{;f.賃料等を十UI大まで支Jj，うレ均点 Lな刀月、 .'l.'，Jヰ中RJ'に、

Y Iの商号1¥そ7;1]J)商号~vl:変更 l 、 ，1)で、 Y，の伊;商号と[司 商号1¥の新

乙:引 γz長設すし、 YL:立代表以前[i没、主主企没、大J主所有地、営業所、什堺備

目、 i/L共買がYJ (7) ";:' j"シ同 であり、常兵R舵も Y1のそれ(レ [2Lんシ同

ごあコ f~.- ， X はその河内事清を切らないままい、事務所の明液土延滞 t.~-i司会去

の支払しミを求めて N株式会社 J に対して訴えを提出Lたところ、

thC')賃借的事実 A!?:);J-~寸主知を';2.:け主主実 rト代表者ヲ，:r'~ 白して鮫dr した t0{古 J戸、

死訴事::1-記内事情を町らかにし、訴えじ~I日会社 y 1. ，こだ: ~，-内 (7 ，{)べきで Zち

る止してピ白を撤WIiしたか、 fF詐:a;!豆、新会主が l会?ム ν沃f、格を r.::( 寸る!:

G')ちだか k及む Itf~ ;Ji':法ヒの 振が吾義目'J¥こ17.~.'司王れないこしと、白 l →C) j，i回を

認めず、佳正!r支持](})苧:i!~ を L、最高裁もその干11 伝奇是認 L て、ふる守)最干iJ相

手口53年り月;'1E'判 EすりU50 出頁 ':Jノ F では rl~iJ'刊誌年最土主主判決J シいつ I手、

l.!f: ~f 刀\ 1/l:で:).'):3fJ円。〉交;_i.ti三政iこjる小法行為 iごしとづく tw害関J君。〉支才ん

を品じる判決をえたところ、被E吉号Yiはよ、文よ

I務労t骨?宇ヲ笑ミ卜免れξ令)r.めk、判以の i月後:、別会利己字誌¥'r.て、営紫設備

。ぷ二心判決 i ケコい亡円判例汗 :~g ， 1~1今川レし亡、野 1 1:宏 最高裁とマ:;ifi判問j泊二il工

1有明示J44:~ 度 (1970正、 427六日川、並井:1憲ー氏烹61巻I.lJiO年) 6号1081
長以下、 iF亀慶Jr.シムャJスト -1f!(-i ;;-(1 ~)?()年:' ?U頁以下、川ギ-H~ .駐冊ジム

liス}..29号:1970年 l2買nl'. 卜日riJ f可・ i!ti 相 illii.~、手 7 幸 1 吉 il古72:-ff-)7:1 

T:J-んに刀ri"lAf田抗斗-1""ミ←つ4C写 ;975竿)57頁u卜、龍111芦l ン "i.1) 
ス)..， :岳町、商法的'.何] およ片け}、 977年 4-:;'-1-1-::1，'-]¥森本漁 別1mジ.J.1)ス

ト180号 (21)06年)10点以卜などがあと c

，: (1)判;えのれ例評釈、前日℃ JL 仁、五乙-:rt攻・最品 1&fI! 刑判例断~~民事情日d 干 U

48:tr r:v~ (lJ74if) ，i5TIJJ.1¥/ト山昇ンエ jストS6;;):j'(lJ73if) Ll8TIJ::LI¥ 

佳子守専 IE主主法地誌7:な1己 ':: U7-'1伝 '1 .S.;:;i)W以 l¥森十九ixi:・宇''':-クタ l 刊~(;)(li)

号.:1974年 70J'=!:以人I.W尚自1;. '1 IJ f1:~院 Y' a-?43号1J9í4立士~) 138Ft以にい

):11ッI~伎町排).....:n~ .法こ才桁究40杏l守 (19"/;)年)B品目以下、松lir:，-t:::低学42

巻 'ij'(19i"Sヤi112員以下、品見送・匡11I可シェリスい円、!;}(1はは8+ドl 部員1:1

、な Yがある、

1 03J .~Uj:;sn ，:r3'38'-~) 1774 



r;¥甘合:!11井戸-lrl)濫司ど抑制|執filの問t旦

~O う7官申ぴ〉豚を在日宣で桜花 L 、舎を1事業が続け <i ~，~ぐいだ y /-，社!''/，会社の

役員約，*~iキン、史むって込る) ~京 iiiJL iz、 一審でも勝訴してその ll[i文が~F定

l:l)) ~'~主市;j執行会しよう cl~ L)七が、 Yi"'?tυ土有名拒芙の勺在:になっ C:;止め

で、 λ(::.;l町Lて執fT7J1.I'"t.rd長されるは「であω とLて、 χや悦什と Lて執?二王

イJ 与の五:えを提起~_/~， ----.*\~~;íl えを認めず請ふを 7荒川したが、控訴審!手、問

1+(;:，it&殺した[司 会十と認め，:.>*1るとし、主訴え'EJI的手刑執行文なイ十う dる、

きであふ:~ ~~;- 豆町ト常にがJ'てe 最同裁は I権利関係<1)ノゴ主此な砕ノI::/Z

()その迅速1虐安二なヲミ司王をはかゐために手続行司m芝、安定を苧ん「る訴訟子4完な
い IA， 'i"[執行千続 (:.:J>い、は、そのず絞り ，r'; 格上被告に ji-~ る判決ク〉北半l.i)J/:え

び執ff' tJ~I)担問な別会社にま行，1.保守ふことは許手引なしりとし l、原 j決宏司"

烹 l..事f;;{(厚手，-;'-:c〆烹LC!ξ:に

5再 オヂ異議内訴え土人裕子耳認め出却ないL;;土人格革〔沼の週明:ーピ Jしとは、

H訟ls:栽日i司におい、、連崩を言宗するもグ〉土 して、i'fバt:lti、地決拍手，，4λと:3rj 

:!(i日労民主21を:2~ぉ;同は、 J土ノ人'-..fj'i-ifl' ~，~~の法王唱のトllfl の粘司会第一 -ff U: t~d害者

とな匂ので符三苔f三が ~ì'~(É ，~れる!: ~，、 (~>Ffl 児島地干iJ E井村:Hi:jf G月17日下民集

:!2，--'f毛5. 6 ~ 70213:' i;、利行方の}u，4fi\ぷ斉7-$'" るものの f土へ裕子守認め f土環(7)'7~

律的判断{ま I】Fi~と L 、 ~6)大阪帥判日j{荊 149年:2 Jゴ1:3[J判栴7:35号99t{i土、法人-ta

FJ誌によ :'1 鍔云荷ク〉所有憶を ;F';Ë して詰止を俳j乏している:~;-)与し、昭和:-):)年

最高裁宇日~J::~ 降は、ての申! (f~: 踏ま三て、適用語シ汗Æ 宇Q裁判例が%く、:山東

京地判昭和五日宇1ワ弓り引lヰ:ti:J-'rl()(爪ヰ7(;頁、 (B)東京地判L8初日7年お再 1:111ンーリ

スト799号つ宍、(ちi東京高川、f成S年 4F:30E判タ92'7号2GO.'[1なとが汗疋して
F 

" /.') 

¥2，1 

三ア

学説

j玩r;;))!/)拡張ある ν(z執行むの材、張の筒包につ， ， 

'*1手法卜のした人堵白石Eの法理主~';;，:J&'; /.ふとし￥う士号Frtいわゆふ法人干与のiT::ir-t-jめ

4 この判決の判例討す軒、前立どして、上存知 れ・判 f1;]， 92 ，1 写仰j ヲ~i1';論;!，.-I日写 1

19乃年) ~731:H)，;、竹|寸夫‘判 J:390号 U979年)24SnLL-j 、制定[u

J大学4:J を 4 守i.l日81)年 122同以下、 i:.l誠事、 ;:i:f!~ ゾ←/<， j"/b4匂!、1981年)

:H 員以下、{JIJ苦 I~~. • ;51;冊ジヱ 1)スト 'ii9宕 l目的三年)19/:目以下、高橋昔、立:

日1.汁〆コ i)ス?叶77号 則的日年 J 対立以卜な fがあF4A

~::: '1'字00:，6 <3，1'>) : 773 ，11:4J 
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るい¥-n士人怖の形骸it;の吾作一九f2t;之レさに、会社よその祥院者、め~)い{止、訴

向会引が実体 !訴 のf歪Y0を負うごとな Q が、その場f'i¥も 涜よjノりの拡

張あるいは執行jJJ)拡張u).'~5 '1ftにノい ζμ 、日fC 'i:l宇最高 1~:íAI!ι士 i乃ごf:f( i.rr~~< 
ょう L、よZ完i乃RJ'Dナ、安定が重要であωとじて汗定誌やとふものが事ドー L

かし、ポフ了間，:，，:"fi."l~ ずるものもきめれば、 t1.~fl一説も少なくはない 者池~R. i土

他人と 1i~ 去三?が全く!口 人であるほ入山場ftii，'í~t んを「訪求内;'1E¥I!j可の所持

L J新オベ玉、二 j うまできるとするG 竹下況は、た引の山人広告がバ d止される場

立に、 たが給付義務を2う場合に巴 ir也右も河}義者?を会う関係l歩:るこ{レ

'J' ら依存関係'){jï'-;!.められ、 U頭弁論終結?去の，手、i巨人に投じて既判ノJ ク〉才':~7K(: J': 

も ι執行 tJ1)~il 保安肯定 f るう LじtM¥すれtlV、仁三台えりいは、法人、怖が全く

の苛J段仁すぎないおイァーは拡張G')余地を肯定 L 、 ii::令ぴ〉遺 _~;:J{(同丸返するため，.

i.W，~羽され.-:.;場合::1，1、区有の抗弁刀~)γj る点記がq;.、、ニ r 、あるい仏、表周:二関

]>1 しない i計五 J品、伝出資芯心利tを台仕材でさないよレなバを f~r， f汁1:二、拡張心余地

士il.i!とする e tw ノI説は、 tR支出、代行，~I_， i~，~ ~以~;を lス別し、:>怜~I はヌ質的軒

並欠紙型こ L 亡執行 )j (l)拡張手認め、代行型に:ょ既干iJ )j (.f) tJt5~~のみ合おめ、濫

同T2_1;:..ついては、 1駐日円程jえい上判長吋もイうい判断する J ずる iの!日 説は、イ;

訴びノ昨出で d でに云λ 格ílf~，~\7ノ安{牛刀、 rr干~二J長イìi立、民訴法lLdミj)且Z号

J 今μ 利日円去ノ.ldきfrd43お適n!j):m界J I，.JU...:附11主所詑集盲11'';.301:，J年示室特集ヮ

(1977年 l 日51:!、 1?O--c以下、よ長野1世紀 l法人格下ヰ認'訴訟法およ f〆執行法」一

心F11il主主一判タ，1::2号け河口年 36 白~:~ .'j 、閉山主制 l いわゆる法人格台;:;;:~.e)

J去J]Iと1'1禁d合本忠 三ゥ只豆~修安符氏7-訴訟法議，~:--)巻 l、口本許訟判、

l肝不i年、 1GiJ只なと f

o 菊池唯 '1制法5(HX:の研究一法人待子九5iロ及品一」判ア238号(]ヲG9:-ff-);;9 

円九

?竹 I寸宍 [IIJjJC] 'iU'与巳{ì4号('t'日開 ~'i'~主加号 (;qT? 年') 1:3記長以 1

“lー ヨ，:::--時'，::.(4 ，i 35丘、 Lじ獄日1;r:!，t;~)J (/)主観的淀闘の抑制内仲村成 J

r半IJi免対の範|品 範院決:，;.~，つ構造 J 構成， :有去阪、 l日必行 i1:1::，員以下 主主

苦官官'~ ~!~苧苦戦fE 手{~~ヰ郎、耳ぅ散型 -c:はり '1 力と執千二力の弘正長谷詑三Ë>J勾 J

ヨ市村日f:r-i与「土決行力のよ続的革Lc::m，:-i'*人格再認J ノ、干~. ~仁、こはか縄 1 裁判ヲ王子どよ

ヲグ 71 CtJ 1手書[..，、 98f:;it- 土 4'rミ以トリ r主用事例でも H7~1lJ )) (1)拡張は再疋 4るつ

止f子点 郎「民事主主?民 rJ哲補新日i九;，f)]"ij (青林2:，WA:-， 2C川、年 12'，同以下(
1 福永有利 lit 人格~:~，~.(ノ法三塁に時する百!トポ、 {;J 上。〉諸問題」同法山幸-，い

号 l、197旦年;;171立:.:，:， r同 民事訴前、当字1'7~ii Jl ((~U() ，:年; 446百戸所以)-， 

hi5J .1:ij:;sn，:t3'38n) 177? 
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の訴目、才三三jにおける本人;あとも1-.~て、 まと、前訴の時.-?-r: ¥ .~~三 /，:.i士へi;~

F iEの妥:こがで;てノな'，.>)長ノ〉、↑判長 iゴぬ出l手p.r$-免れるため』訴訟終了後!日』
監;-~移止、 L て子、干l1( ~_'l: _:~!: ~ !土台fyl二!4.:ミ訴法11、来 1Jμ::i ~，;'I))本殺人とし

口走中J :i:Wζ ぶ執行方の収張右 f!~ 定9';:， 持定のPk:j点本イしなし京fT~l- .1主の ~J(伐

レ情務ぴ〉京地止をliI;慌ずるニ土は也難でuあるが、法人浮品、んての佐{十が↓tH去の
浮転の時内にずτベーすれば会計も目l訴の訴訟初である安体法 1C/)慎務在民そこと

になるがム、その続fTい号、紗があっ丈}構成し、さらに、台引はで主主，x-i-'号で品
る押ィをr;fT!; して Eのfラ子-f;を引きそをけるこ fになゐ ;f)~C-、 fþ主的債務引受も

ふ継にあたるレ与えれば、:f~:11を当事与の苧J主人 L 見るよ止もできる}~-j-，t) '2 1:< 

なお、 般に、法人格丙認。〉法坪を訴訟 i内外J宗と Lて誌吟ふことがで与る

かの議論は、実i'i:ijzヒ0))五人格メ、認め法理ど Lて、判例およ心ぴで5各菩t智?綜£兄7が;ツτV百ぷ認J正二めzる〕
妄i件午T拘汽内べJ;呆を土ぷ?片もfな二H削i'可』蛇.r:~"てい r匂J 刀がτ、 I法士八4怖存下胃号t認i、グ内J{法土:沼F全殻bつ

も E詳宇しい式域主百市?を勺る 2汗τÐ~，タ副 hは土 1\ 決へ格F山?百訂.':i を、ユij，c主的利骨ク)t~~隻、す♀わち、

!均的会祉の有1:11.;雪任司lえにもとつく 「うよ矧i原立JJを1主少資卒等、こ対するi計託行

限日寺町民地から修Ir.L. Iう}-wi十原、ドリ」排:;1-¥の丈めに/;1:ムられるさ己 主自型1"と、 lE

~I~Hヲ利話調粧のほ設のため:J)第二知可!折、第 i額三;-， ，分て分析丁るが、

勺山Ff-次 l法人格子、誌のi去五日につ ての手続法 山間持 J 云と!f，ki'{;57巻 2
~~. C_:iJiJ6年 4日員以τ 二

3 なお、副会引法 ("0)株式会干!の資ふ込刻、あるいは、証石化における導管

シしての咲式会イ土なr，~- (1)限必で、新Lい視点からこ ;f)問題を論じ ωもの(レし

て、 llj，t一l託 主人格台-;;:';.(，1)決~~~_d1に|制する訴訟、決自S，i5'祭 l立命館法.;:::>刊号

(:2007年ノ 38hJ1.:、多聞コ

Ui員三治郎官fT村山人格JHZの i/~珪 J 1，東正パ字出版台、 lUxO伝 令京以下内

江頭打「掲件、川1:17頁tt1--' 290頁:..)、|、}

日教苧Ai.l卜義務を会っTが新会社を設iよーして常来を丁/ムこ ιによって
ョfE を潜目ょする、こ，.を々がめるための b 的;;~----~お 1~~ '.: fe<.:-:)、会長資)J'を要件

とせす、泊別の債権苧;.u) 字情な J明直せきるを(~ず、また、小代替が責務(f)世:接

的肩代わり:いっ効巣令もつ場合があるなど円台、ごさわ 知，2，:異なる J:<l /:; 

iGJ.引掲" :4) 行 8~_~~i，、に 17iiTIJ主れな ß ， in 類型弘、計一昔が
ノヘi__ ~1:工、告さ示7 するさ v 仁、その会社内出品斗二長刀工予千 HJ~ を J:rし\ しかも、 fゴ土

手と代表する訂はそ}"-(つ￥亡"ラ?意出場んi二、安約桂子nが会引に付-Po意思表
七、合取り消"ふかという場令のよ 1 戸、回収キlHo){為により会社が河"市取

得するはずの引益会宍宍する小山かが問題1なる場合であるは1.':1良 市掲l.:t:

( 1:1)日80-;:[以卜)η

~::: '1'字00:，6 <1(9) : 771 ，I':0J 
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いナれのす宮正においても、

その

t立法}車レの関係をつきつめて考えゐパきものであ

多ν t リcl~ 1 ス右 巴 ;'1泊誠心。むと人増芥誌のh歩合理による判決効の拡張につν ても

訴な:.;l)~j古惨者がf， jム:<ナーはや十買の ノら:ポ γし1取得Lたf責務気設の符1司令J

にかかわムず、ぞれ lはまったく引の次元lモ .11仏絞ーさ1d-凶有cつ詑{7土

J て-ry:やする法人t3-r i~~ 期 E た(~ I 形骸 1:~ I 0) -.1'-安がウむされることによ「

亡 {出1iにその玩と;jJ 執千ノJが捻張予れる Jいう理島平合併な乙し、立会fr;王仁11"

別的兵体的』止じ ωん音r，立にそのr 、か対処:..."(二、 余地を時「だめ、訴誌、法」ー

も、法人格台市:1，~::い) ::封宇構成を、落'!E自主腎vが会'.'， 松条項土して花井 yる

とするが、この局庄でも、判;;，~-効についてグ〉 般，去却に」る稗仇な戸求←J-るべ

きものがキいとする;q 会全Lが抗告Ij*:it ~τ 免脱王ナーは財産:;，~.梓のためお，~I会中u一財
片を符恥し、株会社が、口会社 L河 内社f司、 f立問、芦来月間、常業場所等を

，N 1__ 'C'P煮を継続すゐ場合;二l士、 1苦権ZZE害事例ごあり、転両会干" ~/j志:号が

:μj であれば、内法i口2G条 l、政1i' ;;:-.:、会社法22条こよ'-'-c;コ会社注也知主主F

金引に対 L. 予t';'首や求めるこ!.::7:'{τ能であるとtるりじ このuにつ ν て、安井

~Rは、ぞのまffj B;~! -e法人格再認の法市アメ問題とされど裁判例にがけ~)山口;;fG公社

出向号はほとんとの埼什に阿 で品るともい去な ν〉し、多くの渇今、字実 :--，0)

F4iE 謀;症をもっく青't~~:it;:，ftであるとの評栢を安、提市1，汁情説をとる二とになる

が、 ~~Æii;ìJSう構成はLlJîfËな限りが1$さ 2 ゐべきであると批宇 ， v て、到lい会刊の営:

装な l、:".7き;;CITJ戸に完了rU?H守連続。:が認めよ〉れ、同1ft:'双方の利器手安土体が同

であるこ判断さ T'.I当時f7にi三碧i':;1 会 fli引 J 会主 11歪存在」士~'i る i羽係でほ 1'1

人の地f~f~ 1;'ごにつ!LC i監fTl7iおな t 、し汚段化論 J~ : ~t 男Ij1)) ]i，l一人議!:l. 構泌すべ
会 Jするに

区築'~f[lJ;~1 合同 EE} する、物自主会社の有:長片 1工嗣肢にも}っく 「旬、補:;f:QlL
をす除-，る効果は、 性私決法二 îii?)j蝉吠~:: ~'Ci i.芦さにくく、法人格汗認の決

J'I:の羽:ヨグ)意義があゐとも考ハわれとが、 c-(/)刻県~-(':て(させる菜芹lつい L
:11出確なで欠 J!Ei.r"{~' ~で。，法人格形絞{じ と'，，'，う構成はでの主4不叫確にヲ勾

と¥l たさな l民有なので使用『べきではなしとす叫 U_Iill1 ヲJ!寄ンヤ(l4)41{-) 

"nF)， 
1り江摂日i:1望日 比 433h以九
三 ?..lIiH・計指円 、~4': líj :C;-~九一以下。

。 1 安井威 ~:"~ιt 人格~:~，~，(う j'.!2三塁 1 判決。〉既おんない L， i土執行)j(う拡張J常道

J去年日号つ号':I 0X7.If) S'7()百;:lhっ

1 07 J .~Uj:;sn':f3'378) 1770 
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イ 第者異設の訴えの局f'ijにつして

{'(;三 tn~.~畏の t，;::，~ の周叫!ついては、法人格汗誌の法汁のJ.~用について汗定

説--もあるが 肯定するものが多い二"肯定説の W"Cも、その2里山vノロ:十l二多

少造'"¥があ品、中野説¥.OC、 t打 者呉設の~iF). (おける法人格rf認の法Jこの間垣

!手、判決の執行力行ヰよ張しつ問題 Cはないl'，とよで、執行恥似の対象 lなっと

日pきにつ台 l肝心 111守主÷張ずる第三者が常務告か己討:古 1 た実:~自fJ利害 I-~;f;f引を

有せ言、その法人堵C片手守党{じが行いちられる続fTい、形式的な持京にも Jっく執

行~~: f，~-;を認めれは、形骸イヒしと法人情 ;::.J って{子?存者 ;f) 空{二日Ji-:1::在、形骸イヒきれ

る不当を"乙、 t/，q，灼Zを目的どレてi民情的ぃ設立された1去人C)弟 J5異:二の
訴えを了認存すれば切手写の日RZが浮せられるとし、いずれ七、 f責務朽に対←J-る強

it:j執千を'7:ゼ、寸べさ，'1'81はあるたいわなければならな、、とする川 竹下~'!;土、

法人格主誌の法珂;よミ既刊ちおよび執行方力拡張を認めるこ tレフ、九第 7i巽

誌の詠えは排斥される正寸るう\-C ;f'土~;:~，:、よ山拡張を説めな《ても、 1うて

手千呉誌の訴去についこは、第 faf異誌の訴えの原宮古、執行位務析と以 内待の

がif義務争きそうことが、原「与にノH-gる債務すt誌の有i1t，.~ 7'1'詩、わら言、信主主KIIト

主主弁事UI，'な，:S~: Lて、そのJWllJかλも三十えを担lciできる Jしてい，:S2~" ニ日 1

説は 実質的 ~t'.占説。〉す;早から、 方l土1官ブi(/ì 号~;た ;;:1決に拘束きよる実目

的当事者にあり、第二手奇異誌の訴え i;J&りリーとな v、とする乙勺o rI:三説li、刊誌

--今 e!-I 計補fj~ ': 5 ': 12心百以下、単 ~~J .前尚u:(5:' 3(-if:[以下。

オ乙文仁あげる文献のばか、利fli六弘 ジ工づストxO:i日[198:i年、 1川県nτ、
青野f告 宅 JL ヘ時些 i-\~-.T、注釈民弓-，執行法け }JI 凶、面白 ~，iJ.k宗十古研究会、 1035

イ".) :=;~O t.4 :.:::~:::佐尽段男 p筆 i 、伊諜 I:~: .耳Ij舟:ン， ，ノス判明号 (2003:ij'.) : 0，') W. 
1" ，チメ
Jレへ r 1，ム}内

J守中野 計十耳iふいに):'31:2円以下υ

七一下 京拘7ギ 什 lm貝以下ーそのよつな綜首ル認め丈最角裁判例とし亡、

定物の占平;移転手青Ir，カ仮処分:こだ: ~:;主~~- (.~ ~) '，.て~右'をを有ナるこ L を J~LIi

レしピ~-，~呉ニエグ〉訴えを提起したd が、慌たう〉債権 Jf レの北(>')Jjlj五年におい亡

での%-t:物を心:士して!地を卜:，ii，'!z~，}-べ夫両の確定判決をr受けていると支は、建物

1-ついと01痕しや妨げる権利を有すJ.:---:，l~ エいえないと L 亡副タをおE斥 L ごいる

治判昭和38年 11 月 28 日民主 17巻 II 号 ~S:)4頁全あげて L 、。 1 この判決 L つ、「ごの、

解~-~在どて、桝 11:正日r: ・采高裁判所判例解説民事ぬ|百和:32吉年 l ;t UDti4年I

446門、小山昇・民主;51需 2 号 :~9G4牛 l お9ñ11'i がある V

ぷ】 l 一三日「樗'ì.:1~ ':;3 ':， 155円。

~::: '1'字00:，6 <177) : 7:')9 じらj
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!哲j量かんfこ義ftlJに411ぺき 1112rど三耳;昆(ぷ、主弘法上、「形牧H::J司iL

かっ b、会手Iまたは十?貨の漬務がJeι9ることはな'，_， -:::~.:<ることを ~íJt，fに、

会社。〕宵務):FJじ河刊の債務や転員が民， (ある νl品、転員の慎務~: [lIJ乙内詳

のf古務務会主十が担ろ}た的の形依化以外の要件本安求すω その ノ与が

他方正 l可仁 Iへ~1手の宵識を 22 う場合土語f釈されるレきには、会社;対ずる慣務 .t

3記をもつま11fぷーが会十円JI:"{;'ずる.1;在あるいは将記をイベする不動定本差相支た

l品に、宇;民がそれらの所有枠骨子張 L，信二孟fJ一説})';，lj:):キ提起Lた縁台に

は、告を?をずは杜Rも!TI; -(7) l'青号?を会うこ(レを主投立証 tるこシ ;::.Jって訴えを

排斥できる)，する ~8 Jた、!市主主ITt吉日8'0で設立されたf七三;，'rr忠告二コて

村問。)Irîι 卜で#押えを?けた割!)j中に対して ~Ií' <-J懐古T.>iJ支する地今も法九格帝

王J二 ni:t~宝刀:問也となる民主的事19'1'Z'あkJが、泊二岳民E誌の;;I]2Jc_;: A~" して[言権 ii

が詐当行為取iFit在日iで僚を抗手千いよ 2 て上t長十ミ二{レを認めるべきであり、;千
千ヰf為以消権じ')要件n間悲止して解決ヲへき叱寸る刊

4 若干の検討

(1) 蹴宇'1カの主主張の局面について

判;;.1-~， T 殺にお vl'~fE 義f;1i;r7) i組 i]} があることは、抗:己主r~1í;~l':;j，、で氏亨r ~J~~~'、法 2

~'::<7)'おかれ、当辛苦は 信表 1 従、， atk:，k!.民事訴訟 ~:'j~1二しな L十れ:Jならなl、

よきれて"ζ こFから百F:_"，するこ ιはできない I己義f!Uï:'人判民対の j~:mでし

妥当する、と:豆、分長判明荊J51年 9F30E弐長3C巻S号ケ99頁でも明っかにき

;f':..C '"， ，.':.).'()足体a::におげるむと人増芥誌のい合理も i三義ヨJウ，";)人格fr'男U呉ごあ

事符[判批;間同大手法斗議定引を6号

弓丁BtJ.. -~;: t望書、 4;4ヲヨ回以下。

，，;i 工p;ラ・，:;t再口 、4'432口。

リリ日"年) i16U以人

3'この判決の判例評伝、事誌として。組皆悌イk ・-m:両裁判刑判例都~kK:事 r;~

U~和 ;;1 年 f;f;~ :'19??年 3ltiTIUト、イペ符時例タ Jムスス4，)号 U977年;86TI 

G--l、、小ょ祥 三前社地誌7れぞH 号'::U77宇)，):)7W !:'J， --1、、 Vi江正 J~ ・法学研

究5日き10号 l、 1977年 ì13日亥J~I\ 民情宏;::-~ . ~去学|議会雑誌おき 4 号 l、 1978王手 1

/88回以下、 111フに日記C"..ジ リスパ b~ム守 (19'//年) 12日正{以下、原強・可冊乙，

1ノスい円、!;} (199S 年、;)~目以下、局見送・日間ジヱ 1) ス~ 11、9 号 (~O(!:i-'~下、 1 ;，\0

'4Uトな r があ{， η

hì~JJ .~UJ;sn ，:r3'378) 1708 
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るこ Fをfill.!-Hに;去っつ，<り呆"e:'.1:立れょっレ丁r山陽子ffでを洞Lだものト考えられ、 b

~'，~nlj をこの局凶で類型化日たものと解すれば、判決千j壊の局以で之、法人格汗iE

の法理や主r;Jするこ Jがおよそ芥7ζされるべさものとはt、えない Cあろう 招

手Eι4:1キ:JtFl言語、判決l止、 l阜了守刀、 '1訴えられゐことがS，至である状況で訴去の射手

ちを誤 kバ~. ~:"止め l 荷号変 5とをした上で、別式社を設立し、 l 商号をそしつ叫 22

干1の商号こ-たという奇，，(、法人の設τザ干商号の安司Ji午t: '~i"iとあることを利用

c，杓 T1J c')t主主U によ{，権利η'k~兄子助言しようと L 亡、出入絡や li1iい'JLJ 

シぃ?-• .;:)予定であ :'-1 、判決が'，fl~定官とにまでは本ぺていな L が、それまでの訴

h'J-~ if:i. {;: (1)戊呆を台E しょっ上ヲる別2:祉の主張を信者引により幸jじるI忠訴判決

そが認Lていふもグ〉であり、モ定説酌には、法人格丙誌の法坪が判1長手続にJ弓い

と '~，g u') (:;.れ犬、ものどみるこ土ノうすてやさょう そう('，あればい、こ 0)宇1;i:i，~c?)]，二 J\ 上仁、

引lHが確5L~/:{をであっても、;苅羽正J'干判甘力な

j，広張J土亡じのIつ〉法人宇衿与fη?f誌1をE説Zμ友めうJる己 レを肯刀Fゴ 4る余i地也があろ号コ引1、

も こ'tJ、そのごとほ、 校内な rWfr:~:こよ:T!.;J、川わゆる囚人作の山、仁2，[7)長

f'Iがあれば、;51~会村が元の会干! 21r11 内符の債務0:- H っこ:~ ?~!ti呈~~ L~ tトで、

7亡の会社がそけと敗訴判決じり既刊力l乃もL7R~~ L亡、元内会社がそのf吉宗を負 J

ている三こを例会干も :fl;:な1斗 h と主主主:六すらよとになる J そのような云人-ta

FJ誌の安汗を、 d、人憎め l 形IT'tr~J ある'''''1よ法人格の;if¥t LT-} Jと'，，'，っと特定の

1'-;石全も '1 た安?干しは良tfF 辻ゐ二 j ができゐかLJz寂 ~Pがある" 主ト、 ~Æ

のをmにほfhき--I}'Z)こ〉がロ了自i:.tしてム、反社主力のjji張を討会丁るにめには、
ぞれつの妥[牛が 悩子 1，が判fスャクてtfi干l'を実よ立するここヰ妨与するため!手l'

ITJしとどいっこ土に喝炉、つi了ムれごいるこ Jウ，f必t:-C~あ内う L 万円子7]-1/'.:そjt

芯准L るためにとのような手段や 2九して1，，'たかi乃検討も立要であろろ。スこで

の法人搭子、品川誌とめられるJてしても、それらは、おおむね、出入 1 ついてその

設τTX:J商号(i)変更がす干らである干とそi監桐 Lι 小五Jな行為がな之、れる主g:ttム;二対

処 4るものであり、法人格品事J!十d ふt.t¥7ドワ方;T，、でj監上}-jG~ に判決 ';<)J や事与iJ 仁:u.;

sゐにすくJ ような{生々の手段が，~: I~):L /-_~場会に、既刊ヵなし ιU1~中lカ類似のお，力

(/)信義引による拡張を斤)i，-)るよ号合レ内 r、ラ〆スも伝える必授があるの泊訴で

'11 匝玖宣 民烹訴訟:(こ日;，'}ゐ 官民事訴訟法。〉令"が~ :-$ n:RJ 
(有斐問、 99S年、 C(j員以下

汁l1'召::t君注 4，; 433百以れ

~::: '1'字00:，6 <175) : 707 ，1 :uJ 
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，1');:J ;京告グ〉被告会社にオォ-L土記所有権符恥7FE己手続請阜の訴訟1品問由仁被告

から虚偽表示に J つど所イj惇 '~.t転資討をうけた+iJZ rl' の代五取締役の E 了が、

もっぱム戒告のとめに至言~':?d'をj、になっ C いる場台:十 l土、基準玲苧の下手:社主ヘじ

あ心:もかかわふ，仁灰色訴法11S'5f:， 項 d 守刀請求の汗的物i乃所持者 (:~_lゑ l〆て、

1主ノヒ判決じっ既判力をうける土して、 rt.告の上言患ノ 1こだする移転く7主ず続詰ふ

訴訟においゴ l京竹内開訴彼 ii「に討する蒋平云:l:~~~手続治A予告の存作を後訴彼 iiflz

争?ないノ Lた、た限rc訪日開柏村主 f片ト1 司半1;苛6;-1:-¥日i:i呉がきょJEとなろっ 3:1

H日刊53年段高裁十什売の予米を変えて、 デ :'-1に xがL:i~之土 I.~tj して新たな給

付(/)I7}'Fえを指定した;1);台を rj-~-二てみる、、この;1};台、 X がし ι わタる j主人格 'lii~， i!J!)

要件配下旬長-:;'7:M，-tふと、 ZがY三i可l二f責務を負うことになるが、 子グ)).j与台、 Z

!:I~-Y は X ケけしとそもそも儒 r~ 赤色， ，三いないと争つことや~+さないと寸れ

:手、 ZiこだLてYi対する刊社内fEt判17ないし既判力相似の効力的信義日二i

之、拡張がさ;f'た!.いγょレになる 戸内上う宇品J史をかりに百::i!めるへきレ与え

るの Cあれば、 ε引は、 Y由主 再で担tdp した設に:句:日ヰ品 !，y~.~耳目、こ守帝c)明白「み判

決c)砕定争党三ι んで、九ぴ〉執桁争事実 ~.I~}i さするわめに、又に事情手伝':~られ主

v、ょっ i、Zを設立してYの動"1'1ιをZiよ;:'}~ ごといっ手[丈をヨ伺するからであ

んう ぞれ11::，怯判lli司斥はち l こもな古カあら __ rJ' ~~_、 Z が Y と lロ!反応を

主っこ になるとの効呆か認め、 X?);'Zに対するi実務名義をとることを，::すと、

Yうっ政転~たのでな"'Zの町産!.，:-:7.，-tL-Cもxが強ihl執{二手.てf有権の活足時

えるこトも認めるこ i-i. もつなi:'すりかねず、 般議;-~てはく'J;{'J行き泊予「あ

る平とも行宏でf予ない一

-4iに執行妨害の九めに財さや将日、する!いう怒~:":-川、ては Xiよ z:二lj
L て ~I~) 争促起[、詐当?子品衣治f詳の安ít 本 ì-.~ ~長 ;'i:~-II すω ことに t って Yj、

'， 7 !こ移転LI一刻耳iiをXしつY:.こだする情Hi円満足にめてる Jこレができればそれ

C[ 分ずあると 1 はるごそ L';:法人格汗認の法理(1)芸 F干ので~τ寸11 よ 1'; :j: ~'ç害

行為4正al~i蓄の安{Ji cワ子張;7:~lF <1)方が持鳥 rあるはずfある 言ttí寸志以~{ L， <1) 

3:) この判決の批判許釈、解説}:~て、市村恨弔・ヰ'UI刊汁報引:j口:判例評論1，'):5ピi

U971~~) 138nLL-j、 [，IJ]尚一自1I‘1lJf1:~ タ f ムズ270号 U972年 J 剖Jl11.IT，

ャ~-fI古人 e ンス"~-)Íj9 号 (~9'，':!年 出向以下、 fli一堂 l 同-;. ~1;-fffJーン'!スド M

g-(: 9';-'2+ド;-lX8弓以τ、長岳部内乞+，)j:[配シ lT)スト 4いき ¥1998年、引2目

以トな Y があミコ

I1 : J ，~Uj:;sn ，:r3'374) 170ち



複台的梨約グ〉濫刑と防相l執Tr1-.(1)問担

場合'"、 Yの知:資力も1"ftiなるが、 Yに他に十分な執行対象財拡があるの F

あればYに対して執行して債権の満足を去ることができるのであるから、その

よつな安件があるこJがX(.こ土って執行を困難にするとも考えられないのそれ

により、 Yから Zに移転LたのでないZ阿イjの則産というものがあればそれに

対 vcx~味川 r きる情務名義をえとしまう J いう不都合も遊けるこ J がむき

る。 xが、詐害行為取消訴訟により救済を求めL場台には、 XがYに対Lて債
権をもっているこ kが1triftであり、ヌがそれを争う場合にl土、 Xl土、 XO)Yに

対宇る債権内存在を土張立証す匂必要がある。 XがYIこ対する給付訴訟で勝訴

L、確定給付判決がある拐合に、 YはXに対して基準時における債権の存在を

tflうことはできないが、 Zがそれをtflうことができないというためには、 Xの

Yに汁する判決。〉既判)Jないし況判}j相似の信設別による判決効ノトZに拡張さ

れるといえる必要がある。 般に、給付訴訟の場合に、基準時受に訴訟物 Cあ

る喧務について第=:.~-が債務51受を L た上うな場合にき与=蓄に対して給付訴訟

の判決内既判力が拡張されるかという問題が苧われているが、訴訟物むある債

務それ自体ではなく、債務に社1る責任財産を構成する物が、基準時役に、被

告から第二:fi(こ移恥した場合、第二ずに判決の既判力が拡張されるということ

はないであろうし、ましてや、基準時前に第三長に浮転した場作、第三首に判

決の既判力がもj張されるといつことはない Pあろうザもっとも、昭和53年最高

裁判決の宇誕のように、 Yが一審で敗訴した伎に主主訴存係属白l将来の敗訴判

決の確定を見込ん P、その執行を材育するために、 Z を設iL~ て Yの財障を Z

に移したということが認定できる場介に、 Pl'f 'Jカな"，，~批判力類似の信表別に

よる判決効の拡張を認める余地があろっ 法人絡を手l'用する以外の方法で濫用

的l判決:引を事実|拒匂Jに宇るような場併の扱t'とも比較しながっ考去ればよ

いりーこの点、法人格子?訟の法理GI)j直，8を認める土、当。λにYがX~，，=対しと債務

を負っている#安をZもtfl去ないとし寸勾J果を認めLことができ、 Xにとって

はよいのであるが、法人格を濫崩せる執行妨害土いっても種々の場合がありえ

るので、 律に、 ZがXに対LてYの債務と同 1'1ずFの債務者基準時において

負っているこ土を争えないというのも問国がある土与えるり

昭和48年自主高裁判決について、安井戸R.ct、最高裁の立場では、当予者は新会

紅土なり判決の効}jは!日会中iには止lまないこ土になるはずであるから、新会社

に対する債務名義を取作Lても、閉会社に対する仮処分は4品川ニに転移Lない

はず fあり、従って、理論上l士、!日会担l土事i会社名誌の憤務主主義にも土っく強

北1生町J(6'373)1765 [1 12] 
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制執行にまてい持 者主導読の訴えを但起LつもこFにな旬、 :7.告の謀長、好治

のためにその訴訟が維持されたのだとすれば、結果と Lどは1車fi「のんえ活!舟

オるこどになるし、ある v ， ìよこの仮処沿が之、三戸行(，，~ ;~~;-tt. L えによ~ i'.~，ほ、その

執?二¥;.rt決といわffω :4;-，な'"¥は Fであゐと tJ.Jそれしもかかバ〉九「町荊D'I日

イ;最高裁判決が、三主立ト予罪判決を維持 LIーのI.l、その草案内場合は、当事すのTI~

f三:きLパ七、 7;1]異グ)法人格を|ロj 視しズ、芦ろに j]のJ云人格にt干するi責

務，?/[誌に ζ Cjft~.方行;}人格に A~ し、日Ij前手提起して{会議わ認さ叶け寺 L なく亡も

5強主制執?行7をなLうω.'ムい弓:必記訟d果の守琵Eととi二ιを認め r勺J こシを附剛Ij~提『t一"て

しウが、止 7る3引4一ij'}j品では、間利!i8干長民主主判決的事1ミは、事 ，i';妊の営業合、

'"..: L 'N業μj辛に自JTP的浮主主性が認ぬられ、 l白!~-+!一次 h 1)示'1説草'_'J:T.体が司 くV

ある止まU 制l されるので、お'!II日会干しは l三会相官催者仁 H寸る関係では h~ 人的地

(.2:(:..ケ J〆して法人裕子写認のは認の中日同 人誌て7込J~ ，ーへき場合であQのポヘ

その上うど主主古111を導きや寸い EUtU48年最I';::'J裁判):}との芋菜:立、』よ<-5'>"1.0)ぽレもい

コヘ主事案〈ゃあり、そもーもが説、宇読 も-'~) r])当事計 {i:ff~.;l するま r れなく

つの主体とし亡の会計か当事.~.(，あると，(処理ヲるべき三案と評而すべき

JもされてL、るお

1)) 執行力拡張の局面について

~I'HOS3年最高裁::': f)~:玉、承紡執行丈 f.' J'力事j::}L字」いては人格子市ふう Jと庄の

注用を亨J定 L てい~)， 曜かに、判決子慌の胃f[fl-異なり、強制執行の j~ :mで h'­

IJ'_c!i制執行桃|羽の性格|、債務会乙義の制度代表き1るJうに形式住が俊iす!た

3 安7t 計担Y干、':::~ ，コリ r~rバ下

3 安井口「掲件、と 579頁口、十

~~正可・言ng注 (3) 57，113:;，';， ~-， -f!T 堂 l 司「話民事訴託d~再 4 ~f(.ばん丈昔、

つ川8)年J 133同1')，'1"芸muノ土お、 E!:l手J幼年長品裁判i}:!:O)事業で、新会社設立の

字情が叶がりないま巴tに1車山勝訴の判民が確定 J だとす Q とどのよつな畏附に

なるどあろっか 原告が巳会社に泣する1占務{'，義ごIIlf:tcの事議所仁あ£財産

芯差押え工うと Lた場作lは、 l内片/心fJ:の〉

Eがないグの〉である古か、ら、幸夫?ぞ同は、事務所にある悶だたして強制J執行;して

しり走j~えがごさるは寸である ごオιに対して、私会村が圭押汁象)jの所有権を

指しと始 者呉;主C，-')口下χ 合法択しとも、決rポJi本車九なこの子析を件こいないの

ごあるから、所有権を王張-，!.証できない土 Lて高.';i; !Jf 尽きれ tうι ま止、有l

27社の訴訟手続 (7)別人f井を認め，とし(レして訴え却ト.rるこシもアきょう A

113J ，~t [j--;sn':f3'37"~) 1704 
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コこ Fを認止なげればな凡な'."'.~しかし、最判 IJtìJ7 1f 5月ツペ f{l~~~~~ 1おをち 5

11.S'7'E':r-'は、交;::n'h7i~の結果 10 号室毘がで去な〈な η たと仁て tC害賠従前求を

L て IJ事訴判決をス九日 tf- i.1τ。その佼も ;'~i1'15 Jt;:h主φ行っ Cお的、被告が亨l吹を白

ドして肖殺 L 犬、後仁、 f責務右併花~~?人両親仁士rして弥治将T/T0" Lたご持率である

が、強市IJtk，'~丁は Hï利品，~."4-Jで、強制執行は引されない土 L て F目、異議行才トえが5t

tよji七いるう i市六異誌の訴主こいス川決手絞"C裁'J:lJ育がその下IJb'をしていL

，J)で品るから執行機喝ふ迷わせるとしっ上 λな間芯はんになし}いえよう i.t 
人材千百認iん d去 I~の訴訟手続へのJ車用を再~-9~:J~針;?，~，レ Lて町、執行手続，'7)])訂l'

f工、 女主主びノ安五百 L ついては、 ドt疋品i刀、らは、 きさfJ(')制確党をj主めればよ U、ニ

とであり、 tた、 決手続であゐ執行文村号の訴 .;:ζおいて J王人'fr;r-~誌の法:l!]J

の要iわーっいと '(-;;:71.がでさる!~ Gi)反設がなされ ζ いる'~~か L 、か;';'法人

情再認の法JWを執行方弘、般の弓百守も認め、続告J士川こだ fξ 給10確定干lltプ士の

執 i-~~iJフ戸、反人特グ〉何日'かされる別}王人に討しと及ぶレしとも、設穴庁;-<iでrヨ下手

プj勾ーの事支i;丈六 iこよごu[l.:-，J~オことし亡、民事執行法2?~，-， :::引の簡易な可

緋執行文ゃっ去ること!よまずちズらオないであのう 法人裕行訟のitとの安{yj

1J 'i:存在ず匂か再かのど断は己 l立な目的判 b~-C'あり、 I当主告なア主催執行丈付与が T.

I三ししいる町主主とはいえないからむある一ぞれ ιx 、;~:j法人に対[て承示、執 1

正円引与をぷめる原ι日、常1こ、 Jて;亨 ~I'~~行，1、33 条により不治凶行 ιク〉付与を t

める，，;己主主 j是記せざゐゆfr、ぇーの訴 f のロで必安自~nf，J[弁日命令:iæ ~':て J と人給

再認の法fillciつまitの有無1Jす裁判同によ J ごと:祈さIJi〕こ}になふ ぞ -c'あれ

は、雲監は事.'j'1，i手の提起と l司1:"ごあり、執 l! 力~:)拡張を認める実廷がJ な意味がな

ν 簡易な言語、被執行丈1j 'J'が3れゐこよドよって、歌唱j人慨が給利義務b負わ

ないことについてE苧教行決~{: q訟の執行主fz 勺 k 7，，-jずる異議の訴五本誌J~ せさ

るをとな 1，じいう、 いわ争る芯1訓Jl~ f貢有引i任二の千伝Z'~操長が竺生L 乙ゐ J二こ ì~_ :' 悦?力クの〉ヰ利jμl

t主ミ自昨的:2;三意主R昧宇があると寸れ:ば工、 簡E号hな手苧L持紋ど#執、T円?文イ作てIう子 tが7プマ刀疋二2主型t己l的; 土王D、れr壮tし尽凶 t守7 
}は立 e 執ィτ)Jの拡張ゃいってみ Eも広常に均J去のtUit~~，- !.j λなしからとあふ モミ

」

このドIh寸(7)判例許釈、解説として、有一完 ~:ít . 1~高裁判所判例解説只苧篇

1J3手口 :17 'f 1込リ何日.~でお f頁 f ，斎藤持 )è ・判例評議日号 1 判jl'j;j(lG0') ::19G~~ 

年)12，" 1~1 、む )11 '汗・筏学研究誌を 9 号 ι山3年〕土039_n';.j ト、山不アマ吊し， ， 

民間40を乙守 i.l日63年 6b2同以下、再 T~?:只フミ J大学却を己目 i.l日出年) 638ロ
r;，下主どがある
:，'唱え〈 完::t君注 4日lR。

~::: '1'字00:，6-37;):703 ，1 : 4J 
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らに、上グ〉既判力の1))，~!三の弓1T; -C.ì~べとように、財政将恥 JT.' (7")句可Jのき久行妨脊

lつ， ，ては J去人格芳、認の去jj'にJるまで之、など、詐害行込rz清仁の訴xで間塁打
メシ角if~+~-~'さるの C あワ、ヌに};~. L ご承継執行主φイ ~J l~ こ Y から 7 に彬k、しと

別企以外のんの伺イl引}正ド対Lて執汗ができ ω という結果やもたふ，中ことは

オ:~-論土 L ては?でき過ぎであろう l 以上のう、を寺院長するど、執行力の拡張しつ弓WI

?法人守手、eE，/)法却の庭用を認め士しけ日常]53年最FZ裁判決の培:命日体はでれほ
と不斗でもないともい):;;:， :o9，) 

(3:' 第三者異議の訴えの局面について

ノ 法人格丙認の法;，"Jの江主用

2主 主主誌の耐えCi)原古(つ!て、法人権Ci)形教化ある":立並，!:)~ !~ 評価ちれ

る場言に、その権利上般を次斥t~:Jニレ òtJ~包"日である場合があ九) '.' もっシも、

劫i述し売上与(二、 j;; J\f書 '1"~ 1.;!.())決j'r をがめる叱してもそれは 1言語[;Ij，をま民主化し

七ものぞあξ 併す¥入むあるぶP骨判明41年 2月1C f: :t~:!C s. 2月1?J 只 U~

下とは l昭和111年最高政判決」という¥ iよ j，、債務.~'A :i)占有下にある動産('i

f可権者Yい 4 る菜押えにがして汀?斗グ〉3 合する引の卓~:fr(も医務nAのものであ

るのでぞち M 在三長押主て語、し 1 込こ ~f';刺[て Y にそれに川:11:1F せた X による、
Y 
dマー

内政ぷ内部有惟を下、ポ上正とする第二有原â~，;;の ;1千二三'15義員正己反と L -c iF 、て'"" 

る こ訟は、第二芸)'~:誌の訴えの局百でも ~'r義8!jI:(収慢しての訴三が執行妨'I，

ょして排斥されるこ fがあるこ Lを示丁ものご?あζ』 ょして、信義男Ji主l，iか斉

かはZ24度な法的 r;~ii である以|、沼市J執行絞りIi干のに断争委ねる下とは荷主4 で

l4なνづえ第二者呉:万円訴えでめれば、宇一決7主主とあり， 1;，見弁詩，y開1."C詳理

がf去、され，')決機関ウ吋リ決で判析し、ての引J川I!;-¥fi'tま立て、玲詰11執行共同が執行

拍還をするのであるから、強f¥f:j執行内?活王てでー尊主トはなんら乎盾しない l 法人格

;r~::1，2)(/)法域内漬ili芸件の <-j 青空もど3三-;~'.]?<，~哀の訴えと"'~ 111決手続グ)，ずは217-古

"を Jも、訴え i刀変長なと V)余地があ£、ニ J仁つい ζふZしるえさじあっと

と，~，プ〉れと

1S この判社内判例FF訳、解説 1 して、 f~綱郎・:最古?武次所判例解説民事法 :lß

柄引年度 "gsit')42)1':( 1 、南京有利 e 民商，'，:'，巻 3 号 {~9日目年! llí 宍t~'l

-rr' : :.jヰ77て 仕::::..::;;(，会雑誌::;4き:守、i日(、J土手il(沿同以下 七回特設.i*学II会
5119f〉t年:1 1 ぃ 1 円以下、 TI;I !i1J~叩蒋修・ i~!.~子俳究;:(，巻ハ号 l、 1967 レ--;- 1O~ 

'4Uトな r かあゐ η

l; 15J ，~Uj:;sn ，:r3'37n) 17G? 



r;¥甘合:!11井戸-lrl)濫司ど抑制|執filの問t旦

:↑分むf時保1止を与え「ょで判断でさ るのご?あζ』から同じこト -r"あι，"1，.-

平成17年最高教判渋:土、 1 ::j';三苫~-~空の訴 ;U;、宗務名誌の執行力がI京 iii に

及ばないこ lを嬰議事"，1:l"Cお帯J執行の排:W:{"( ，':<:的るものではなく、執行桔

務者:対して j金決ド羽立アちれた張市:J執行の R 的均ドついてl原行が所イ:'~!-?の fltl

目的拘ぴ〉仁妥液ムr:Ud:a宝vを妨げる権利を有ずるな Y強制吠行Lよる浸書をそ，e
すべき地|守にな1、ことや累;芸事白と-て強制執行のお」除を求めるものである

:~ L， ，(、そのニとから、法二主異五~，'[ß)前え仁〆ノ v 、て わIC人倍ff誌のふ仁左の趨引

を~!:-f，~-;.-tへき l~Ltll止なし d告の法人格が勃，':'1子?存者。こだ『 ZL 強制一帯行を h心謹

4 るために慌射されているお台に{土、 Jポ告は、 t~:!-:'ff:-1'主主土別恨のi主人格であ

ることを:T校してお羽毛;;r，;-=J[J川、許合求めることは許手わないとい勺べ戸である

1 古るの

最高波の判{旨 CI止、原告が)1.1右後そのi也R均功(1)訣{，I;:又{ぶ引泥しを対'_7る栓

引を有するな k強引j諒行によるえ手与を<2，t:，-4-/"¥さ地主にあるかhかは実体決ょ
の問題であとのご、究科、J古との品目で法人仔U泌を Etょうる判判U.~ (弘主E甘?とがと

オるといズる}最前哉の戸坊とは その許正、)中℃執打涜務 ~'L &高二，~'史議('ì

訴えの原告l乃間に主体起す(，:...1:; (了勺町人十Jぇ再認の"'1干が認灼られれは、第 ず「巽

~;(!)訴，~'_ (!) L)l: ;t;も主主1債務長とlロY ぴ)1'互 ~fj~:nうと判断ヲるてとになろうー

もっとも、ふの土うに軒、て話、なぜ:ラi二件以、じ1"，]一法務を会う有力らの詩云高

?〈誌の ~f:J が排斥されるのう 1 二1いてi土、 'j'] 説の上へし、執fごしとトの信表F.lJ

を持丸山すこトになんぎるをえなしい思われ川V14行貸也者に刻しどちを手著者F

吏体法 Ilii] の{宣殺事ト負号!:r.三喜が1pjIl となって常三吉~設の訴えを託生らした

場合に、戒告でめる 2並行信催者は、反訴を j走起しても原子~におj- L， "Cヲヨド;1:;ト1;)

f古務務担うこと本;2;11ド給付や求め、ての，券訴判決L もとづいてお引執?こが

ごさゐ"しうの(あれば、ヨ告の執行対急物いつい ζぴ〉介在和;土張をえ{的、弟一

iJ異去の訴てを認すFし、戦{を取り請し」み ιも、{宣帯主，.新たな債務名誌に

もJついて jll!l ~月 ~/0物仁村 L，，( j5imij2同fーがときるの fあるから却鋭、とあり e 反

訴を提起ナるまでもなし第 者異議の ffì~去の l点肯が時j二債権者に:t' "でf青務

省正実体法上l寸 ク〉イ六』曹を長うこ μが材らかいなれば詫:::-:{i'異，';;:0)訴えを排斥

d るよと :-~'-f-:r坤自力ずあるハぞの景昧 c 、 tのような地1立にある者。〉第三汗呉誌

の百年又は i三*\，~Gえする ;;I]2 ，~:_ ，!~ ~" "7，，る，1， も-).1もも その意味での{言主定地違反1

什 i')ト 斉::t君注 '7，; 13x-c以れ

~::: '1'字00:，6 <3S9.l : 70 I i: 0J 
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いっこトをtZ拠にずりのであれば、ぞれい;夫人格再認の法JWがl並用される場合

¥:.: l与イjのものではないと v えよう 1ノリ出 t~-;-~~.i手、 T;三者について実体去 11電務

名義去示の諸点1ぶ'っさ自らも1111 の弘、利義務なνし宣注主主出し、積他者が

サーで:笥 者対中ω{責務手当誌や，(，.，'ゐ場f-;-( -:;、その苦言 者の前 者異議の

♂1 えは伝義t，1J迄此 \'~iλ し被告はそれを抗弁ト L て二:張できる土するつのもっ土

も、中 ~~ï'説 l 立、 f~1杏 ??j が常三吉 h 汁 L て常務イ再認をむ L ごい な1.，l]%ftij、第三

五円給付正請の f了寸会比)1、 J して干 ~K-:~ るこ1:土認めないー L斗三f玩 l士、法二省

内給付義務(1)-~子育が記法子4完である鍔 TI単;義的~S)_ に，H'，.て帯用される "C L 

、託、、鈴一主異誌の訴えの訴訟物μ して tはなく、 つの防御刀法去し、弟て

-Ti-'!)給付与主拐を$:却することは第三汗の手続保障の苛で河i院がある、すなわ勺、

主主ご苔，~誌の詠えが:l~~丈1 されともこ;/，:，上 '1 泊二包ノト訓 iて信語 Iii となるこよ l土

なヘ、執行l主務fít:L~C 乃 lffi!~:l や法三をそげな v こ止が執行上の手続完民に欠

:する l'ク〉問視があるのず、債権ぷ:主計::::-J~' r.:，仁義0)詐えのl豆乙に対する尻詐;二上

'":i 1主務名義 ~'J祝杓 L、執行主的~¥ -~'j-1 ろ: (~~と if;~:rÍ':'こ付する判 í~ と Lζ干礼子7 行

為的転械や|γるべきであろう lする" また、内山玩もはばhljj::"fで品るが、誌

え、ーすういご持 iffが刊行f有罪jずの執行債1主fぃ対する給 J 義者?の与在を'1'1--つこ

と刀fでえるのであれば、 ての手続はかなり重たくなると思われるとする o し

かしな元ずら、 ~I'~~行イ買絵手守としての ':t知や7子、宅を受:.;-ないことが~I'~~行仁'l) } .i1WH日

梓;欠けノょのではな 1 ド」の~は、執f二 f高説芸の占有ゃ登記か基半 J しト執行

↑有権者グ〉芋押えいそれ口i十品l盈J土台あζ以 、'元日;，Hヲな唯禾'1者であるからよいっ

て当然にう主j'¥"世速や受げられるわけでは

げるとはtげないJ22わ;f.'，/.; ま亡、 tit1+o'~: 1，、う ~-'Jの防御方法，!: ~-第三者

の給付表務詩￥埋すωこよでも、反訴昔提起きせてその中でとき 者の給付義務

を ""J~: す心ニ!: -(もす主売がiji，たくな主二 1:1..11日こごあろう 15

1~ 江p;ラ ョi;i再汀 、4:428口以ト令

叩山野 吉でおi十、口，jli員 η

1 ，1 出E子再，:1号 i~t : (J:- 、323TIコ

旬以L;:.ポ搭注:::~: (-jl13:f.J，'-F， 

'lb L.ヂ~!Ï'・，~íj 掲;-;-: (10) 323I~'t!土、 ~: (2;;) にあげた悶利犯キ @.i¥裁判渋は可有

|たと本件三円悶 f~iこ"とつく d、 cつむ l自ちに ~!'it <f'， -e: 九ないとい、メらに、 ~1

.eが執行官権!， H-:i)給付託務会主うえSfγ~リJT'なく、 o:行位協:の日目'J、る給
付 tレ同 l吋れの給吋を宏司ヂへき義務を負弐騎合i三で抗弁予rll，レな hうる(レ

ll7 J _~Uj:;sn ，:r3'3G8) 1700 



r;¥甘合:!11井戸-lrl)濫司ど抑制|執filの問t旦

法人祢主認の法i塑の迫田を否定すζ立以、第 者に討す之子慌保障の必事ゲl

があるここと、 J卓 f は~初かっ約三苫そ之、共|口';+I:%rl' と L ご訴えそ-t~ι! て双 h

に討する情務fもままん取得1るこ土がむきにこ)-):r'主長官的な考iきt::.~_あげるu

u 刀、 L、ffi:者しJ 決手涜|斗で再乙の地{;~，争立しうことができふので恥者はあま

向日1.111どはならないどあλう 原告が、当初かム嵩 :者をも共 IcJ被告~-，-.-ーが

ミや提起して双んに封ずる債務名~Ä'.:そ収行することが存共にぜヌたのであれ

ば それ長，いなか 穴;J.-~に慎主千欠く l士うまあっ J ノ弐れる iJiJ--è;- もあり去

るかも Lれない Lかし、 Eうであζ刀1ら L い戸、第 ず十異議内訴えの出で、

ff苫ノ-)"，:主['，I品台誌の法政を主張Lての安打を立f，i-1るこどがごさ'd:'い担F!1rは
土わないであろ~，口少なくと点、法人杯が喝行妨害のために利用ヨ tL て v るよ

と J戸桔也氏仁認定さ hるおひ;ーは、月三古!守山ごI3"~予め ;;:ff. ，~:ることが管制的 γ

見てもrn待乃さない場合が搭いとあろっ九
も "も、部 長岡己主心訴えの中で官総長叱:;~= 1~' iY議σ〉詐えの原己レC')I~J 

むの1士人問 11[;~:~. (7)長芹の存在が上張~!:r:iI， ~引た場企;こ、法務f汗が執 1，;討をずf;こ

対 j，主体(去 F 色り亡いるのと Ir11::内詳のR-1'主守主主二占宍誌の訴えの原作も白

うJしても、第一f主導誌の訴えの l京古は、間部ミアf刀工執行官十年1t~よ士J Lて五件;土

I--_~.~;持をと， -ていω とそ {}I;;;ないのかは問皇内となりっと〉 寺川 f宣権主刀、情持

者に吋 Lて夜定給付'r:;iたをもハくいるために第二有呉誌のドヰλの江告に対し

F1市lカあ Q いはそれh類似 fゐ信表円1;~の効果が拡張される l~;j<';-!'はじめて、

第一者異議の訴えのl日告もま Jそ、 1責務名義の茶縫よなる J責務の存在を争えな l、

といxるかふである もとより、債務刊誌の恭告さとなる主務のすノl 自体号令iう

こJじ事実上回維と、第一昔呉訟の訴えの原告もその点を争っこ!会 LなUりう

中っても簡単にての 1 持が予」斥ち i~.;:J場与も多、、であλっ その場向~IJ、決人

十件台i1-::.(I)法E里町五了、品"士よしっ効力を|町起止する必土むがないのであるか、試行妨雪

自力なおこf-異議の訴点心掛斥ずるため(:'f~.\-~ 在自記ずる必要がある i長 fi があ L

であノ〉う η

中ち子説は、法ヘ t3-~tf(7) 場会ぃ、第一者単;義的訴 J がlJI 丙される ~~J:織す、第

すると、!ロ1金額クJ杭ltとなれば〉古求の韮九:はf:t!:r;iJに拡がってしまい坂町でめ

£と 94JO:tかに、後汗 tで戸めるとすふと問書!3:1Itj:;)ろうが、言で汗だいてν恥"
:ょ執行妨さに )(iJ 古る対処!~ L 'Cそれほど問起がめる，1::'1上吉、わオなLhJ 

f 今ゴ包 斉::t君注 :) ，; lí~1 R。

~::: '1'字00:，6 <3Si) : 7;:)9 らj
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一者異説グ〉訴えの町f舌口らがf責務名義に公示きれ行詰~.いがこついて再

認Y0な1パr 言f干そ負う?とを理論目的結-5;ーとす Q 必妄はないとするため、

の給L

I JtJよ

うな問題によ長わさ?しるこ lな/和論ん説くこ Jがごさる ζ うごめるのオ」μ 説iよ

これ:対してi土、逆i、号年一者が第一者呉設の訴の目で日京市')執行C)笑体的基

l去を TI~ 課する伐行宵徒の存台につ v て争えないレするならば、おはり害事 者の

手続保障の内で問題~，ずあり、第二行ーは執行 J; グ)tr:i::~長を r受け士いとすれば、詰求

豆誌の「和えによりそのi主務，?/[共η執行りや排:t:-，'{，こども Pきないので間住が

あ似(レ宇ゐ 1¥110::~:ii土、法人許可認め場合 l 武判力 iコぷぴ執行力，'7)til:，;長を認

めるため、出 品異議円高えにおけ~:)法人格~;訟の〆j'~弁を、同 Ji L 対ぜて執

行刀が拡抜手1:ふ F と合成拠として認めることがで去るとするか一人町村山年

誌記裁判決めよっ ，-，*t吋主的ノ了メ、主(立関係のない執行手粍卜ーの珪南で執行を'7:

刃'f....~き辰吉がありうミ以L 、 71ì ftì:J執行町長休前芸完結を確保 f一る執行使惟の d十

戸?につい亡辛えない レが手続俣揮を欠く j もし， ，、え士 vf 与える~(~もコ 1:

t，、法人問戸l'~，2 0) i*!i)lといサ 般的乙安i千1:/ニごごH丹野u;一角ga.こする乃ごは泣く t

b、村玩のように、強制執行における信義則、i)遺凶と L..'C-Irll ::対日おを導くことと

ノミりる~: ，'~;われ~)引っ

、ド成17年最同裁r:次l立、お三t;-:!:.誌じ!)f，"IL:ィは、信持宇~~'\;(/)執千ノjがl民 7 に 5え

はな'""ご乙を照宮む亨[記と、て強制執行の告と士をえ止めるものではな，，，-，とする υ

少し、手例 活誌がlii，Jモと f奇形成;FiH:~Z: a~i 丈-(-，ふさヰ 苔l、議の訴えは特定

の執行対象財政 Lの院係で↑守時名義の執行方を糾除オ一心;;ぇFされるのぞ弓士、

p :~→ ~;:j号 -ì-r ゴ G2了TJi 九

州大] 計担Y干、:!:制百バ下

~(執行 f~僚の有ず7 仁ついと第二苔 1:'，1 訟の訴 f の原:仁執f二広務主こは，'11田:ー

手涜;岳民を与える巴要があるhにつし、て'-rn:討する巴、要があふシの指!(fl;，;，勾

J ・掲;土 12I ()2rH_~'-r のほか、青木白 2自 主竺誌の詠えにおけノ主主人十吾

丙訟の法;:::0')底用につ γ て J 可111去善fi光:古作何怖r?i干杭元主E誌j占t丈t朱1::: 11上民そ"守芋τ手絞i法去乙字予 J刀のすう〉幸新dた:な
地↓中ふl[右号王交占主:同 2叩οmο叩9'~年戸

}パI ~i松:十村「 耳引lリijj掲島 T (ハl! 1" ι'JIT頁1む4はま、 平行成~Uげ7主年i下士;法誌百 r我に肘決手共~(，のコ苅垣点:はZム、 執t行二f情青権者

{澗司刀かhらのt抗丈弁i:Lて討法て人十情A芋存f認のi'-}::IW円上誌を認めよ:点、 つま灯、 抗出刀十三t仏

自"違法性子日:1却ヲ Q 要山としてイ芦品目'1を用し吋、 去人権-，，::;誌の法理を持ち出し

七ことにあふとし、二の烹!牛むの浜町十字を町3iTする妾閃三しとは、矢作的長idt

性:二基づく信義則、i)寸宣);1ごの史:'l'ふ与lさして生上かっんどI士、われる土する}

'，:~第 ずナ異設i乃訴えの7不平子三均:ついては、市守 R掲f土 (10)っ9C1::tJ，I""形

l; I ~J J .~UJ;sn ，:r3'3G8) 17SS 
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問中j力、 tド子力の胃I1H ついてL!白人特斉認の i'-J-~.l1+'_ ¥ .~~;当よEがない〉の立場から

:豆、;:j';三 ß'W認の訴，~- !，:':jおいても執行刀そ排主主するJj， 1法人情??誌の法fIn_ii)高

ITIでさな tけい i解釈)なる土もf士、われるのそうオるど、判klJは巴宇一例.jB~~ 

が芦 jえと q;:J形成訴訟説Ji土組節やきた fζ!!"号 .1'~);n 、治 者盟議訴去の ~I::

r'ir:坊!こっしとのI型車いも影響があ人うι
FF害行為~1問権との|百ftイ

一段論ノ .c(土、情務当が l予 4、のユ同 j~ 手段吉しあるいはJ也れる丈めに財産 é~

符乾す • .;:) ，~-しう t:京は 口頭説会九うように、法人格古認め法月以降;に、 :7害
行為〆-f{i汗権的行々が:よつに紋j斉をはかるよこ~-::i'{連::!:;と23合か￥バィιレ以われるち

ま寺ご1';科i烹(i)言fjごす〉仁三で、*'fr，:f'管核抑ゴ.1;，弁とじてよ口去の詐害1品取1再博内T

伎を認め、その業手;芯f立玉三ちれれば信ご省IEbJ33トえを排た寸るこ"芯?ごされ

は執行伎十企fiのR均以てJ見できる。 1責務手Tが寅J工刻 ι をi也に持車止「ミニシ;こ

ょっ(守窄おじ'!f古権のおよとを妨害-，る下 J' を之がめるす~ Y) σ〉もの ~::~.(~t昇7

1ち収州場の市r:]肢があるのであるから、ギb，¥(J'i年最裁判渋の5案ごも、 Yは、

'¥ 1-1 e)信託契約や言主行為" l_ 亡収りポオ余むが品り J代、法人格 ~ì'認の，:~tJÆc)

温周の剛指よなゐ宇:丈の.l:'. ii止:戸動以、詐宵行為の玄1tのiL~正 J古動と~-c行えは
;P; 1:結論/デズ ηオlξJと守、われる内 E下害千為民法権び)'f慌については、訴7_(1)設

電子治"区安である乙の平lJ1刊の"場?)ふらしz.'人 Xr7)第二荷民読の;Jt子に対、て Yが

Lに訴詐 J是井三 L、へ4力行託嬰約主詐'51-二品Jして汗認 t;;6必要があ。ので、 Y 

にF巳#トして法人吟芋?誌の法却の土設を認めり方ブ6'-'主ll'丙 L してl並1jf?ある Jの

ヨ立訴訟説ぃ対Lては、竹 l守夫;，).:~三釘宍三宅亦訟の執よ主 j法曹時~-a29巻?号(19同月

伍) ?~-<--l頁以下!l J '民事執行，-おけふA去[6、法J:--:;:-続， 1号、別ヲ只以下所収~さし立

日伐材.iJ'.掲件、1-11頁 J

T歪 苅椙t主け，1:' ，::.sりI豆、 tLH ;fnt年 Jて寸;司行;}!U首 ~IJ&_ri~ : .R争執行法に

おける執千弘済釦J 定引出完序説」、0\t丈l中、 19~J?と}ワ出点以下左手出r

イ"2'iih去11長参日(す成13ノヰιi，x，_lJ陪 C/)!↑吉E 法12条にも1"1!γ7規完があぺた A

-)'j ~有一昔嬰弓止の雪山とこ主張 3 れ￡所有権力以得l司、凶全被告 ;Qi';，(;吉行為に

あた 4いとして詐苦行為:rz消[の J又 ~)1:t，，-提起Lた湯台、併作者i庄の与えゴ主主j二品

取出しの'iZ1tが認め九弘、;7.告円所有権取得を斉?-tべきこ l がおとマ所 (~rn;:_; 

かなと 3 は、第三 -E;'~，誌の訴:<. C')訴〆は棄却さzる':Ei -;::j 昭和40:t~ ;:;月2GE弐

気I日b，)~ ~~'J {J8民 ì '" ~司訴が月IJl i:l iこ民託手れた埼 fγム弁論がN--f半メ九 個。〉判

決でjみま-る 0)でなけオば、 7主行為北京苧:ii，1(0)確疋な Lに2己 主冗談の添

えを来tl>t-るこ少は司されな L川取引:jjJ手口，:3年 耳目I;J¥';'{え')')巻I(~号対日立ハ

~::: '1'字00:，6 <3SS) : 7;:)7 ，1 ?uJ 
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ヰ下院干しありろふが、 この古は、す二斉.<:Yl'!;2{'"(u与?tの ，jえは必ずLム;沿えによる必
要はな\、 +/1:弁，'~ J， 0" とも刊誌であるとの守時ぞとるごと』よ「可解決 fべ

きごあると勺える" その三味川土、この賞~~T IJ)i:1;;人当行認の ó_~珪に:J:， ~!: 

台?二品政治惨?孔予千で:;-;-:~長できなしと

認を石とめとべきである与の"í 雪千:-1.:~~f';;寸しでは、情権者 Cある Y:~);'詐書h!) を

(JうたA析に対して管懐を{;lごお打、 AlグlYへの山庄支手塁王1:JりYが喜き

れ(，というこ}が芸芳むあり X:j:、 伐仁は、計吉行為松沢 L..o):m:riてとのιドて

YがA1:土いかLてf市生を有して'.ιζ 刀1再デを寸;-~1 二{レができとc> U /) ，~も、平

，~17 斤最長裁判決やf.tjtl;;:;;3'~ゑ I\:!Jまま判決的事菜のように、 ~-'C に給付亦fi'i~があ

るかrい13世給付訴訟ががこ手れるとい勺局庄で、 ;:'~J-米 ~I)執行官妨害するため

仁、ことさら変[，会1:.:tf生iγ しとそこじ財産水彩粉、》丈ーといっこたが認定ご2--b

ぷつな場合。 は、 4 '1刊)でi凶，止iとiベ/たよ三苅羽正J'干判甘力な

υ心ノt拡i張を王説5めそcの)口を争つ 二 J土2 を t汗干 j べさ Lず平汁iは土 fな>"川勺マよあ')~ろ〕与

法人ネ;:~-と、 ~，20)i士 !iii にもとづ♂、お:"':M 呉;長の丙九がけ??された渇討に}立、執

行協湾占的債権苔lよ 重2:J'Iえや自!と~要求合昔ることができる?人法人格内認

の法I車内蓮田が秋行f古住ご，:::ー相対的円判訴される，::-ti'~;工、第 'I'e"工、それ

重三壬d付去れ配当要求をw二長宍宗0)王J除去主たはぞれに進守る部主そ提起
、て排除するご乙がでえるかとし ιつことが苅包と Zれて"'品川 it什晶子f誌の

九(1)

Jと庄で-:g去 ると、それらの債権主との関係でも法人格7T1?のは庄がは丈ら(均

台l'i ." jJf ~\Iでさ止いが、ぞれらの許権者F の羽訴で同法人栴再認の法;:!jlブ0"はと

らかなt';:A;-u (: ~;.VF注でえるとも孝之ムれる もっとも、それムの 重差杯x

ヤ配当官j求ん +;1~~_T: ~.も、強制執行が1員十主主力とめに与れ円 8(J物が鼓冗され

Lまい、しかも、説法比三、が執行債権頼手起点J.JJi量子千でなければ、情 昔;そ

才 ν らをはじ?する干1'2 1.1 認められな'~ ， l-忠 ι)れる この場合の法人格手、訴しつ法1型

版原 京「判例を出 l、三 L たEF害行為 1~法 1室内抗II-~_~μl 法イj，究報 J主計18車E

2 '，~- iJ 96;;年) 1 :1:--¥員以下 tf~: :il辛ロJ 校時tJ U~ 嘉日7 也 j~ ::HJ;'(I年" ，1::1良J1、

卜、松村・別掲作 i54) 2C14TI~:~ トー

~S rヨ和'lS宇最完封判;忙のょっな事索では、訴訟fi壇上ゐ二つの民ょイみをF'J!;;;'':
jべ3でなく平 体とにご処理 4 る二とう許~:f!.l:うがけ1ー(3G)山本文谷司町、

F成F年最出p:f:判決C，-')享安 E平 外と観念することには~l~があふ口

日常，Ff' 苛掲?主的 12行員j;}下が、この心を指摘 L、詳料な検討0:--)j~ えごい

/ . .J " 
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のl盈用の哀そぎが詐 2主J行為:trli門徒の行使を認めりこよである ι'1!;える Y 、その場

介内解決こ比較す一る下とがイJ，EJ'であλ う 特定の債権主この|なJ'f，qで詐害行為:w
汗催。))CJ戸 t~ '!される場合にも 多えの場合{よ他の偵{主主 rの関係 Cも手't;行為

取同俸の対象となωはr-czちり、第一者呉設の訴，:::;: l~ はぷれにと羊「ω 訴;~ {;-

J是起して也の情住者U) 主主押λ ヤ配当主 λを糾|目、する余地はなし"¥-c-あλ う

'Wのi宣帯主ーとのi珂係でJU下害行為ととらないの守あれ 1工、モナ(らをけそ宇する4ヲ

ユ也 i土品 λ うか、排沈 1 品、ニ cl~ 。 ζ っこ尖句子仁ぷ J 1i止ん '::f:' t，-j .-S域 iT:二I}!(-， J 主う

↑主与、許宗行為攻f院予をの行 j~i三、債権者のf市をの限度に m~ られるので、村民が

11Tうよで、 人C')m:-権f:i-r!)i::¥t-量的，IJi茂cは 市内対象的li-{n~ ~か認められ会 u 、JE 

台;二、 重#押ゃ配主要求音しιいるf責様朽の債惇額;;， 'i:-:~穿'，<':' T<i~ n祈象ろJ
拡張古る;-~" ;'Jこどもめ;')，/ょう引

な行、平成17す段高裁刊行士の事'茶 l局、喜子押え対象 rあ匂勤"の所有↑をおよび

ぞの別手~ß)J:!イJがAtーか ~.~i X :こ移転Lて1，'，る場合仁、 YがAに対する金銭請求

につ"ーとのji'(t寺名義をもつえと JHU'Il，、 A七のX:こ]Jする当該釘#のヲ1;-:主 L

F主主権や主抑止るこ F 手話xるLC')見解がある引}その協介は、 XO)悼の財産

をYのA十エい対する情怯グ;尚庄内引き当てにする Jぃヘ問題!手生じなし にしっ、

ハム0)引渡 l~ ~古;:<:権芯恭陀づける実体法 r-. (i)干l，H院をど.，ご求めるかがrci;f，tJ-!，.:了

あり、人全iとXと乃究め伝子A契約を長十長荷との関係に↑l効と司ることが庄支に

あろう L、その ~I;尾治求権の強制 BS実現の王山 L 辺、 Y は x ル訴三る U安子あ

るので、訴えを絞起する必事抗21;之古でい、 Vヵ'Xに討して詐胃行為取，戸じっ'"ミ

去を捻ιするのと負担:z安打つな".c 詐害行為 T{~需の訴"と wなり、ヲ li}可抗求

t;量的強制民主現i乃とめの日i品工 ('1土、基礎土なる慎務Z'l:誌の勺在をXが争うこと

ができなし烹手1"'}:~U"rあるが、 [-!'注べたよ~) k、 定のI靖iT::基合主にな;(!f責

務名義内存在を争わセない土'."， ')解釈を去れはう寸乙Jこど Cあムう 論者!手、主

{エ川決を求める干こも寸て唆.ているによ確かl慎務名状本;主 Lν;~ ;-5"が貸115古

討を Jも、ミL在進千」斗!.})f，幸一様 {~)21]) 乙え止においとは、1:~催者の(否権額じか刀

わ円 F詐芸行為:17消慢で詐';'5行為の全部手取 :'~I 消すこと;がワ尽きるとい 'j 11糸が

されて v、るので:".!7;1'-}たけ削長i*)~:{正検討委日公務「借権法~:{正の某本主主ゃー
[3.1.2込l安司百(~'ft帯法主干の革本 ff主 1 I ;~:J:::J- NBL No. ~2日 l、商事法務、

6009年lヘヂ?な;;"U止、議論。〉計提J45毛なふことになろう。

。1 青木計担;'.+、目、九:ig，t=[，)

υl 古本完::t君注目J，; J5()'CL， 
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かι詐言的に+証平l'の彩甲ムを受げた相子方に対L-C責任判決を求めるこJがむき

1"11工、詐害行為を析がJと寸る必要はないが、柑手hがその訴訟で債務名誌の基

淀Jなる憤惟の年在を争えず、将平ムの詐':';1'::しか争えない土の解釈は、 4{1，)で

述べた判決の恥'I'J力ないL信表日IJを問題とせきるをえないと号、われるつ

5 おわりに

本稿では、複合的契約のi監用と手続法上の問題として、判決手続および第三

者異誌の訴えにおける法人格台訟の法珪の適崩についてじっ最両裁判例について

若干の検討を試みた。複合的契約がこときら判決手続において被告を誤らせた

り、強制執行を免れたりするために利崩されるこ kに対して 定的対処をする

巴安があると思われるからである 2 平成17年最高裁判決は、この局面 E内法人

格行認の決!!rの適刷を認め←が、 l権ヰl関係。)公権自Uな確疋止びそのili連確実

な実現をはかるために手続の明確、安定を重んずる訴訟手続ないし強帝 1，執行手

続におい亡は、その干続の性格卜被77に付する判決0)既半iJ}Jノ吐ぴ執行}Jの;;;r:1矧

を別会社にまでが、技すること l歩前されない」とする昭和53年最口裁判吠とは事

案が~なるとしている 事案が追うという白はもっともではあり、また、昭和

5ょす最高裁判此が法人格再認め法理を ~J話料?-R:R万円分野に持ち込むことに慎亘

であったこともそれなりに許!日できるが、ぞれが批判力や執行力の局国で信'!t

則により執行妨芹に対処する可制ttを奪つものであるのごあれば、今後も一般

前としてそのまま維持すべきものとも ~，h ;h， な'" '0 

本研究は、 E本学術振興会・科学研究費補助金 H複介取引の法規制 l による

附究成棋の一副である
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